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令 和 ６年  第 ５回 （１２月 ） 筑 紫 野 市 議 会 定 例 会  

【建 設 環 境 常 任 委 員 会  委 員 長 報 告 】 

 

『 議 案 第 ５ ８ 号  筑 紫 野 市 水 道 事 業 布 設 工

事 監 督 者 の 配 置 基 準 及 び 資 格 基 準 並 び に 水 道

技 術 管 理 者 の 資 格 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 の 制 定 』の 件 に つ い て 、審 査 の 経

過 と 結 果 を ご 報 告 い た し ま す 。  

本 件 は 、水 道 法 施 工 令 及 び 水 道 法 施 行 規 則 の

改 正 に よ り 、布 設 工 事 監 督 者 及 び 水 道 技 術 管 理

者 の 資 格 要 件 が 改 め ら れ て い る た め 、当 該 部 分

を 参 照 し て い る 本 条 例 の 一 部 を 改 正 す る も の

で す 。  

委 員 会 で は 、技 術 職 の 確 保 が 難 し い 中 で 今 回

の 改 正 だ と 思 う が 、有 資 格 者 を 確 保 す る よ う な

手 だ て を 取 っ て い る の か と の 質 疑 が あ り 、執 行
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部 か ら は 、新 し く 異 動 し て き た 者 に は 資 格 要 件

と な る 講 習 を 受 講 さ せ る よ う に す る な ど 取 り

組 ん で い る と の 答 弁 が あ り ま し た 。  

討 論 は な く 、採 決 の 結 果 、全 員 一 致 を も っ て

原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と 決 し ま し た 。  

以 上 、 報 告 を 終 わ り ま す 。  
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令 和 ６ 年  第 ５ 回 （ １ ２ 月 ）  筑 紫 野 市 議 会 定 例 会  

【 建 設 環 境 常 任 委 員 会  委 員 長 報 告 】  

 

議 案 第 ６ ８ 号 か ら 議 案 第 ７ ０ 号 の ３ 件 に つ い て 、

審 査 の 経 過 と 結 果 を ご 報 告 い た し ま す 。  

ま ず 、『 議 案 第 ６ ８ 号  令 和 ６ 年 度 筑 紫 野 市 農 業

集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算（ 第 １ 号 ）』の 件 に つ

い て 、 ご 報 告 い た し ま す 。  

本 件 は 、休 日 勤 務 手 当 、 共 済 組 合 負 担 金 の 増 額 に

伴 う 職 員 給 与 費 に 関 す る 補 正 予 算 で 、歳 出 予 算 と し

て ３ 万 ７ 千 円 を 増 額 し 歳 入 予 算 と し て 一 般 会 計 か

ら の 繰 入 金 を 同 額 、 増 額 す る も の で す 。  

委 員 会 で は 、休 日 勤 務 手 当 が 増 額 し た 原 因 は 何 か

と の 質 疑 が あ り 、 執 行 部 か ら は 、農 業 集 落 排 水 が 今

後 、公 共 下 水 道 に 接 続 さ れ る 予 定 と な っ て お り 、そ

の 事 業 認 可 手 続 き に 伴 う 資 料 作 成 等 の 事 務 が 増 え

た た め で あ る と の 答 弁 が あ り ま し た 。  
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討 論 は な く 、 採 決 の 結 果 、全 員 一 致 を も っ て 原 案

の と お り 可 決 す べ き も の と 決 し ま し た 。  

次 に 、『 議 案 第 ６ ９ 号  令 和 ６ 年 度 筑 紫 野 市 水 道

事 業 会 計 補 正 予 算（ 第 ２ 号 ）』の 件 に つ い て 、ご 報 告

い た し ま す 。  

本 件 は 、人 事 異 動 に 伴 う 職 員 給 与 の 調 整 及 び 債 務

負 担 行 為 に 関 す る 補 正 予 算 で 、収 益 的 収 支 で は 、支

出 に つ い て ５ １ ０ 万 ８ 千 円 を 減 額 、資 本 的 収 支 で は 、

支 出 に つ い て ３ ０ ３ 万 ３ 千 円 を 増 額 す る も の で す 。 

委 員 会 で は 、債 務 負 担 行 為 の 漏 水 修 理 工 事 等 当 番

業 務 委 託 に つ い て 、委 託 費 は ど の よ う に 算 出 し て い

る の か と の 質 疑 が あ り 、執 行 部 か ら は 、 委 託 費 は 主

に 人 件 費 で あ り 、１ ７ 時 以 降 の 待 機 料 と し て 計 上 し

て い る と の 答 弁 が あ り ま し た 。  

討 論 は な く 、 採 決 の 結 果 、全 員 一 致 を も っ て 原 案

の と お り 可 決 す べ き も の と 決 し ま し た 。  
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次 に 、『 議 案 第 ７ ０ 号  令 和 ６ 年 度 筑 紫 野 市 下 水

道 事 業 会 計 補 正 予 算（ 第 １ 号 ）』の 件 に つ い て 、ご 報

告 い た し ま す 。  

本 件 は 、人 事 異 動 に 伴 う 職 員 給 与 の 調 整 に 関 す る

補 正 予 算 で 、 収 益 的 収 支 で は 、支 出 に つ い て ３ １ ３

万 ８ 千 円 を 増 額 、 資 本 的 収 支 で は 、 支 出 に つ い て ２

８ 万 ７ 千 円 を 減 額 す る も の で す 。  

質 疑 、 討 論 は な く 、 採 決 の 結 果 、 全 員 一 致 を も っ

て 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と 決 し ま し た 。以 上 、

報 告 を 終 わ り ま す 。  
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令 和 ６ 年  第 ５ 回 （ １ ２ 月 ）  筑 紫 野 市 議 会 定 例 会  

【 建 設 環 境 常 任 委 員 会  委 員 長 報 告 】  

 

議 案 第 ７ ５ 号 か ら 議 案 第 ７ ７ 号 の ３ 件 に つ い て 、

審 査 の 経 過 と 結 果 を ご 報 告 い た し ま す 。  

ま ず 、『 議 案 第 ７ ５ 号  令 和 ６ 年 度 筑 紫 野 市 農 業

集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算（ 第 ２ 号 ）』の 件 に つ

い て 、 ご 報 告 い た し ま す 。  

本 件 は 、人 事 院 勧 告 を 踏 ま え た 給 与 等 の 改 定 に よ

り 、 給 料 、 職 員 手 当 な ど ３ ４ 万 ７ 千 円 を 増 額 し 、 一

般 会 計 繰 入 金 を 同 額 、 増 額 す る も の で す 。  

質 疑 、 討 論 は な く 、 採 決 の 結 果 、 全 員 一 致 を も っ

て 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と 決 し ま し た 。  

次 に 、『 議 案 第 ７ ６ 号  令 和 ６ 年 度 筑 紫 野 市 水 道

事 業 会 計 補 正 予 算（ 第 ３ 号 ）』の 件 に つ い て 、ご 報 告

い た し ま す 。  

本 件 は 、人 事 院 勧 告 を 踏 ま え た 給 与 等 の 改 定 に よ
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り 、収 益 的 収 支 で は 、 支 出 に つ い て ７ １ ６ 万 ５ 千 円

を 増 額 、資 本 的 収 支 で は 、支 出 に つ い て １ ６ ４ 万 ９

千 円 を 増 額 す る も の で す 。  

質 疑 、 討 論 は な く 、 採 決 の 結 果 、 全 員 一 致 を も っ

て 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と 決 し ま し た 。  

次 に 、『 議 案 第 ７ ７ 号  令 和 ６ 年 度 筑 紫 野 市 下 水

道 事 業 会 計 補 正 予 算（ 第 ２ 号 ）』の 件 に つ い て 、ご 報

告 い た し ま す 。  

本 件 は 、人 事 院 勧 告 を 踏 ま え た 給 与 等 の 改 定 に よ

り 、収 益 的 収 支 で は 、 支 出 に つ い て ２ ７ ７ 万 ４ 千 円

を 増 額 、資 本 的 収 支 で は 、支 出 に つ い て ９ ７ 万 ７ 千

円 を 増 額 す る も の で す 。  

質 疑 、 討 論 は な く 、 採 決 の 結 果 、 全 員 一 致 を も っ

て 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と 決 し ま し た 。以 上 、

報 告 を 終 わ り ま す 。  


